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市
で
は
、
平
成

２２
年
４
月
か
ら
ヒ
ブ
ワ

ク
チ
ン
の
接
種
に
助
成
し
ま
す
。

　
ヒ
ブ
は
、
幼
児
の
「
細
菌
性
髄
膜
炎
」

（
脳
や
脊
髄
を
覆
っ
て
い
る
髄
膜
に
細
菌

が
感
染
し
て
炎
症
を
起
こ
す
病
気
）
の
原

因
菌
で
、
発
症
は
０
〜
１
歳
ま
で
が
最
も

多
く
、
全
国
で
毎
年
約
１，
０
０
０
人
が

発
病
し
、
致
死
率
は
約
５
％
、
発
達
障
害

な
ど
の
後
遺
症
も
約

２０
％
に
残
る
と
さ
れ

て
い
る
病
気
で
す
。

助
成
開
始
時
期

　
平
成

２２
年
４
月
１
日
以
降
の
接
種
分
か
ら

助
成
対
象
者

　
市
内
在
住
の
２
か
月
〜
５
歳
未
満
児

助
　
成
　
額

　
１
回
の
接
種
に
つ
き
３，
０
０
０
円
を

助
成
し
ま
す
。

①
協
力
医
療
機
関
（
左
表
参
照
）
で
接
種

　
さ
れ
た
場
合
、
支
払
い
時
に
３，
０
０

　
０
円
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

②
協
力
医
療
機
関
以
外
で
接
種
さ
れ
た
場

　
合
は
償
還
払
い
に
な
り
ま
す
の
で
、
領

　
収
書
、
接
種
済
証
、
印
鑑
、
振
込
先
口

　
座
の
わ
か
る
も
の
を
持
っ
て
保
健
セ
ン

　
タ
ー
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成

２２
年
４
月
１
日
以
降
の
接
種
が
対

　
象
で
す
。

接
種
方
法

　
直
接
、
医
療
機
関
へ
予
約
し
、
年
齢
と

住
所
が
確
認
で
き
る
も
の
を
持
参
し
て
接

種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※
接
種
費
用
は
医
療
機
関
に
よ
っ
て
異
な

り
ま
す
の
で
、
予
約
時
に
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

そ
の
他

　
ワ
ク
チ
ン
の
流
通
量
が
限
ら
れ
て
い
ま

す
の
で
、
予
約
か
ら
接
種
ま
で
期
間
が
必

要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　
市
民
安
全
部
健
康
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー
）

　
　
４
２
・
２
８
０
０

　次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを支援するため、平成２２年４月から「児童手当」
に代わり「子ども手当」が支給されます。

【支給対象者】
　１５歳到達後最初の３月３１日までの間にある児童（中学
校修了までの児童）を養育している方
【支　給　額】

  中学校修了までの児童１人につき、月額１３，０００円
【支 給 時 期】

　毎年２月、６月、１０月にそれぞれの前月分までを支給
（平成２２年６月は、平成２２年２、３月分の児童手当と４、５

月分の子ども手当が支給されます）

■児童手当制度を子ども手当制度に置き換えるため、現在、児童手当を受給されている世帯は申請不要

です。中学生等、新たに支給対象となるお子様がおられる世帯には、４月中に申請書を郵送しますので、

手続きしてください。

■加東市に住民票のないお子様を養育されている方も、子ども手当が受給できる場合があります。くわ

しくは下記までお問い合わせください。

■支給対象者が公務員の場合は、職場での申請となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ　福祉部子育て支援課（社庁舎）　４３－０４０８

青 山 医 院

井 上 医 院

嬉 野 診 療 所

桂 医 院

神 医 院

曽 野 医 院

田 渕 医 院

東 条 診 療 所

ますむら医院

松本小児科医院

森下クリニック

４６－０３２１

４２－１１９０

４２－８４７７

４３－０２５２

４７－０１４４

４２－６２９９

４８－０１６０

４６－００４８

４８－０７０４

４２－５１０５

４２－００２４

吉　井

沢　部

山　国

大　門

森

東古瀬

新　町

新　定

上滝野

社

社

２か月～

　７か月未満

４～８週間の間隔
で３回接種、１年
後さらに１回接種

４～８週間の間隔
で２回接種、１年
後さらに１回接種

１回接種

７か月～

　　１歳未満

１歳～５歳未満

住 所 電話番号医療機関名

対象児の年齢 助成回数 接 種 間 隔

４回以内

３回以内

１　　回

■助成の回数

■市内協力医療機関


